
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 セミナー事業グループ 担当／民秋 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 MFPR 麹町ビル 2Ｆ 
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税込・資料代含 

 
３５，２００円（本体価格 ３２，０００円） ３８，５００円（本体価格 ３５，０００円） 

独占禁止法の基礎と実務上の留意点 
 

１．はじめに 

（１）独占禁止法はなぜ重要か 

（２）独占禁止法の基本体系 

２．独占禁止法の規制内容 

（１）不当な取引制限 

・カルテル 

・入札談合 

（２）私的独占 

   ・支配行為 

   ・排除行為 

（３）不公正な取引方法 

  ・取引拒絶・差別的取扱い 

  ・不当廉売・差別対価 

  ・取引強制（抱き合わせ販売等） 

  ・再販売価格の拘束 

  ・排他条件付取引・拘束条件付取引 

  ・優越的地位の濫用    など 

 （４）企業結合規制 

・企業結合審査 

・届出義務 

３.独占禁止法違反に対する措置 

（１）行政手続 

・排除措置命令、課徴金納付命令、確約手続 

（２）刑事罰 

   ・日本版司法取引 

（３）民事訴訟 

４．独占禁止法の近時の展開 

・プラットフォーマー型ビジネスと独占禁止法 など 
 

※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 

 

～大手総合商社での勤務経験を有する講師が 

具体的場面を挙げながら実務上のポイントを分かりやすく解説～ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 

本セミナーでは、所属される部署を問わず、独占禁止法のコンプライアンス業務にこれから携われる皆様、あ

るいは、独占禁止法の基礎をコンパクトに俯瞰されたい皆様を主な対象に、豊富な実務経験を有する講師陣

が、実務上問題となる具体的な場面を挙げながら基本的な考え方と実務上の留意点について分かりやすく

説明いたします。 

PwC 弁護士法人  弁護士 小林裕輔 氏 

 1998 年東京大学法学部卒業後、三井物産株式会社勤務を経て、2007 年早稲田大学法科大学院
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開催にあたって 


